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２
月
10
日
及
び
３
月
６
日
に
委
員
会

を
開
催
し
、
東
予
（
東
部
）
圏
域
消
防

指
令
業
務
共
同
運
用
に
つ
い
て
調
査
を

行
い
ま
し
た
。

　

２
月
10
日
開
催
の
委
員
会
で
は
、
所

管
部
署
か
ら
、
愛
媛
東
予
東
部
消
防
指

令
セ
ン
タ
ー
建
設
工
事
に
お
け
る
工
期

延
長
の
交
渉
や
技
術
的
な
代
替
措
置
の

検
討
状
況
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。
委
員
か
ら
は
、
工
期
延
長
と
な
っ

た
事
由
に
対
す
る
質
問
が
あ
り
、
実
施

設
計
委
託
先
と
の
調
整
、
物
流
の
遅
延

及
び
騒
音
対
策
な
ど
に
加
え
、
最
初
の

工
期
の
見
積
も
り
自
体
が
甘
か
っ
た
と

考
え
て
い
る
、
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
３
月
６
日
開
催
の
委
員
会
で

は
、
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
共
同
運
用
検

討
委
員
会
（
専
門
部
会
）
で
の
協
議
事

項
に
つ
い
て
、
階
段
室
が
１
か
所
か
ら

２
か
所
に
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
共
用

部
分
の
案
分
面
積
が
変
更
と
な
り
、
愛

媛
東
予
東
部
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
面

積
が
約
890
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
、
886
・

07
平
方
メ
ー
ト
ル
に
変
更
と
な
っ
た
こ

と
や
、
同
セ
ン
タ
ー
の
総
事
業
費
の
概

算
な
ど
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
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企
業
誘
致
に
伴
う
将
来
的
な
地

下
水
利
用
を
見
据
え
、
関
連
企

業
を
含
め
た
包
括
的
な
監
視
が
必
要
で

あ
る
が
、
市
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た

し
、
地
下
水
保
全
を
実
効
的
に
担
保
す

る
制
度
設
計
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い

く
の
か
。地

下
水
保
全
条
例
に
基
づ
き
、

一
定
規
模
以
上
の
地
下
水
採
取

の
場
合
は
、
住
民
説
明
や
影
響
調
査
を

実
施
し
、
市
へ
の
許
可
申
請
を
義
務
付

け
て
い
る
。
ま
た
、
水
量
測
定
器
な
ど

に
よ
る
採
取
量
の
記
録
と
報
告
を
規
定

し
、
異
常
時
に
は
水
質
保
全
や
水
量
回

復
の
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と

し
て
い
る
。
更
に
、
観
測
井
戸
や
一
般

家
庭
で
の
水
質
調
査
な
ど
継
続
的
な
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
科
学
的
知
見

に
基
づ
く
監
視
体
制
と
適
切
な
管
理
に

よ
り
、
市
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
地
下

水
の
持
続
可
能
な
利
用
と
保
全
を
図
り

た
い
。

近
年
の
激
甚
化
す
る
豪
雨
に
よ

り
、
農
業
用
水
路
は
水
を
通
す

道
か
ら
ま
ち
を
守
る
排
水
路
へ
と
役
割

が
重
く
な
っ
て
い
る
。
老
朽
化
が
進
む

農
業
用
水
路
を
維
持
管
理
し
て
い
く
た

め
に
、
管
理
団
体
へ
経
済
的
支
援
な
ど

を
拡
充
す
る
考
え
は
あ
る
の
か
。

農
業
用
水
路
や
農
道
の
維
持
管

理
を
行
う
た
め
、
本
市
で
は
、

土
地
改
良
区
施
行
の
事
業
に
対
す
る
補

助
や
農
村
資
源
保
全
向
上
活
動
支
援
事

業
と
し
て
、
農
用
地
や
水
路
、
農
道
な

ど
の
地
域
資
源
の
保
全
を
目
的
と
し
、

農
業
者
を
中
心
と
し
た
地
域
の
住
民
で

構
成
さ
れ
る
組
織
の
活
動
に
対
し
て
補

助
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、
土
地
改

良
区
の
存
続
の
た
め
に
必
要
な
財
政
支

援
を
国
や
県
に
も
要
望
し
つ
つ
、
本
市

に
お
い
て
も
、
土
地
改
良
財
産
の
管
理

に
必
要
な
支
援
に
つ
い
て
、
土
地
改
良

区
の
皆
様
と
も
協
議
を
重
ね
な
が
ら
検

討
し
て
い
き
た
い
。

市
職
員
に
対
す
る
悪
質
な
ク
レ

ー
ム
や
不
当
な
要
求
を
行
う
カ

ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
応
す
る

た
め
、
防
止
対
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る

が
、
職
員
を
守
る
た
め
の
条
例
を
制
定

す
る
な
ど
、
今
後
の
取
組
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

市
職
員
を
守
る
条
例
を
制
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
が
不
適

切
な
対
応
を
受
け
る
リ
ス
ク
が
低
減
す

る
こ
と
で
、
職
員
の
安
全
確
保
や
働
き

や
す
い
職
場
環
境
の
整
備
が
図
ら
れ
、

結
果
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ
な

が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

条
例
の
制
定
に
は
、
多
く
の
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
一
方
で
、
抑
止
効
果
の
不
透

明
性
や
、
市
民
が
正
当
な
苦
情
ま
で
言

い
に
く
く
な
る
な
ど
の
懸
念
点
も
存
在

す
る
こ
と
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
理
解
し
た

上
で
、
今
後
、
先
進
自
治
体
や
県
内
他

市
の
動
向
も
注
視
し
な
が
ら
、
調
査
・

研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

答 問

答 問

答 問

総
務
委
員
会 

所
管
事
務
調
査

八
　
木
　
邦
　
靖
　
議
員

会
派
に
属
さ
な
い
議
員

企業誘致が進む中、
どのように

地下水を守るのか？

越
　
智
　
由
美
子
　
議
員

会
派
に
属
さ
な
い
議
員

農業用水路を
管理する団体への
支援拡充を！

髙
　
橋
　
章
　
哲
　
議
員

会
派
に
属
さ
な
い
議
員

今後の取組は？
市職員へのカスタマー
ハラスメント


